
令和７年６月３日

議会事務局議事課

℡076-225-1031

（県庁内線3133）

石川県議会議員の辞職について

沖津千万人議員から、６月３日に県議会議員の辞職願が提出され、地方自治法第126条

ただし書きの規定に基づき、同日付で議長がこれを許可しましたので、お知らせします。

記

１ 辞職する議員 沖津 千万人（ おきつ ちまと ）

２ 選挙区 かほく市選挙区

３ 辞職年月日 令和７年６月３日


